防 火 作 品 募 集 要 領
豊中市消防局　
１　目的
　　秋の火災予防運動行事の一環として、市内のこども園などに通う園児、並びに市内在住または在学の小・中学生から防火作品（消防に関する図画や習字）を募集し、作品を消防局が作成する防火ポスターに掲載するなど、広く市民に対して防火意識の高揚を図ることを目的とする。
２　募集作品
　⑴　幼年の部（図画のみ）

　　①サイズ
Ａ４の画用紙（約21㎝×約29.7㎝）

②その他

作品には標語などの文字を書き込まないようご注意ください。

　⑵　小・中学の部（図画）

①サイズ（次のいずれか）
・四つ切サイズ（約390mm×約540mm）
・八つ切サイズ（約390mm×約270mm）

②その他

作品には標語などの文字を書き込まないようご注意ください。

⑶　小・中学の部（習字）

1 サイズ
半紙（約24㎝×約33㎝）、半切４分の１（約17cm×約68cm）又は半切紙（約35㎝×約136㎝）

②その他

可能な範囲で作品の左側に学校名、氏名等を記入してください。

　※作品のテーマはいずれも消防の仕事や火災予防に関するものにしてください。
３　応募資格
⑴　幼年の部　　　　市内のこども園などに通う園児

⑵　小・中学の部　　市内在住又は在学の小・中学生
４　応募方法
○　原則として園・学校単位で応募してください。
〇　小・中学の部は、別紙様式１及び様式２に必要事項を記入し、図画のみ別紙様式３を作品の裏面に貼付してください。習字の場合は、作品の裏側に鉛筆書きで学校名、学年、氏名、通し番号を記入してください。
○　幼年の部は、別紙様式４及び様式５に必要事項を記入し、別紙様式６を作品の裏面に貼付してください。
○　様式２、３、５、６の「通し番号」について、学年ごとの番号ではなく、各部門別に全学年を通しての番号を記入してください（別添記入例参照）。
○　作品を提出する際は、通し番号順にまとめて提出してください。
○　様式は消防局ホームページに掲載しています。

○　作品の送付については、消防局予防課又は最寄りの消防署・消防出張所まで持参してください。
５　応募締切日
令和７年９月５日（金）
６　作品の審査
　　主催者、協力者及び市教育委員会の担当職員が審査し、入賞作品を決定します。

【入賞予定数】幼年の部　　　　　　図画１０点　　
　　　　　　　　　小・中学の部　　　　図画３０点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　習字３０点
　　　　　　　　　※応募点数により増減することがあります。
７　審査結果の発表
各園・学校に通知するほか、消防局ホームページ（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/toyonakafiredept/）に作品及び氏名を公表しますので、予めご了承ください。
８　表彰等
⑴　応募者全員に参加賞を贈呈します。
⑵　入賞者には表彰状と副賞を贈呈します。
⑶　入賞者のうち、豊中市消防局長賞、各署長表彰並びに豊中防火安全協会長賞の受賞者に対しては、令和７年１１月５日（水）に表彰式の実施を予定しています。詳細については、該当する園・学校と別途調整します。
９　展示会等
1 期間
令和７年１１月４日（火）～１１月１１日（火）
※１１月１１日(火)は１５時まで。
　⑵　場所
市役所市民ロビー南側
10　応募作品の取扱い
　⑴　入賞作品の著作権は、豊中市消防局に帰属します。
　⑵　小・中学の部入賞作品のうち優秀なものについては、大阪府及び他団体が実施する防火図画・習字の募集に出品します。
　⑶　入賞作品のうち、特に優秀なものについては、消防局が作成する防火ポスターに掲載するなど、火災予防の啓発に使用します。
　⑷　応募作品は、１１月１８日（月）以降に参加賞と併せて返却させていただきます。
　
【主催】
　豊中市消防局
【協力】
　豊中防火安全協会
